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20200930 野洲市社会福祉課 

第 3 期野洲市 地域福祉計画について 
はじめに 

野洲市が考える地域福祉計画 

地域生活課題の把握と解決 ＝ 生活困窮者等への支援 
 

 
 

○野洲市くらし支えあい条例（平成 28 年６月 24 日条例第 20 号） 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、次項に定めるもののほか、消費者安全法（平成 21 年法律第

50 号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (4) 生活困窮者等 経済的困窮、地域社会からの孤立その他の生活上の諸課題を抱える市民をいう。 

（基本理念） 

第３条 この条例の目的を達成するための施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。 

(2) 生活困窮者等に対しては、その者の生活上の諸課題の解決及び生活再建に資するよう、総合的に支援

すること。 

第３章 生活困窮者等への支援等 

（生活困窮者等の発見） 

第 23 条 市は、その組織及び機能の全てを挙げて、生活困窮者等の発見に努めるものとする。 

 

・生活困窮者等への支援の中核      市民部 市民生活相談課 

・生活保護や地域福祉計画の事務局  健康福祉部 社会福祉課 
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１、地域福祉計画の策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第 3 期より地域福祉活動計画（社協）の要素も取り入れ作成することに 

 

 ①地域福祉計画策定委員（※資料１） 

（1） 学識経験を有する者 （大学准教授） 

（2） 関係する団体を代表する者 （分野別計画の代表） 

（3） 関係する行政機関の職員 （市民部長・健康福祉部長） 

（4） 前３号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 （一般公募委員 2 名） 

 

 ②庁内検討委員会（※資料 2） 

   委員長 健康福祉部長 

   委  員 健康福祉部内政策監、次長以下、健康福祉部内の課長、市民部からも参加。 

   社会福祉協議会も外部委員として参加。 

 

③専門部会 

   重層的支援体制整備事業について検討を行う専門部会。 

   庁内検討委員会の一部委員で構成。 

 

 ③タウンミーティング（※資料４） 

   7 月～9 月を中心に 18 回開催 今後も開催予定。 

 

 ④パブリックコメント 

   年末に実施予定。 

 

⑥事務局会議 

   必要に応じ開催中。 

第 3 期野洲市地域福祉計画 

パブリック 

コメント 

野洲市地域福祉計画 

策定委員会 

事務局 

野洲市社会福祉課・社会福祉協議会 

タウン 

ミーティング 
野洲市地域福祉計画 

庁内検討委員会 
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２、スケジュール （※資料３） 

 

３、課題 

 ・計画自体の認知度が低い ⇒ キャッチコピー 

 ・計画内容の重複         ⇒ 各計画がある分野においては各計画で執行管理等を行う 

 ・執行管理ができていない  ⇒ 策定委員等を外部評価委員として位置づけ毎年評価を行う 

 

4、現在の計画内容 
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第３期野洲市地域福祉計画策定委員名簿（令和２年８月１日時点） 

  区分 所属 氏名 

1 （1）学識経験者 京都ノートルダム女子大学（准教授） 酒井
サカイ

 久美子
クミコ

 

2 
（2）関係団体 

（住民） 
野洲市自治連合会 武浪

タケナミ

 勘治
カンジ

（～R2.7.31） 川島
カワシマ

米
ヨ ネ

次郎
ジ ロ ウ

（R2.8.1～） 

3 
（2）関係団体 

（福祉団体） 
野洲市社会福祉協議会 立入

タチイリ

 幸基
ユキモト

 

4 
（2）関係団体 

（地域） 
野洲市民生委員児童委員協議会 辻

ツジ

 幹雄
ミキオ

 

5 
（2）関係団体 

（刑余者） 
守山保護区野洲保護司会 田中

タナカ 

 修
オサム

 

6 
（2）関係団体 

（こども） 

児童関係 

（子ども子育て支援事業計画他より） 
山口
ヤマグチ

 桂子
ケイコ

 

7 
（2）関係団体 

（高齢） 

高齢者関係 

（高齢者保健福祉計画他より） 
田中
タナカ

 陽子
ヨウコ

 

8 
（2）関係団体 

（障がい） 

障がい関係 

（障がい福祉計画他より） 
浅田
アサダ 

 邦保
クニヤス

 

9 
（2）関係団体 

（健康） 
野洲市健康推進連絡協議会 政本

マサモト

 幸三
ユキミツ

 

10 
（2）関係団体 

（地域活動団体） 
野洲市社会教育委員 水島

ミズシマ

 左知子
サチコ

 

11 
（2）関係団体 

（教育） 
教育委員 荒川

アラカワ

 眞知子
マチコ

 

12 （4）一般公募 公募委員 石原
イシハラ

 繁樹
シゲキ

 

13 （4）一般公募 公募委員 南
ミナミ

 章子
アキコ

 

14 （3）行政関係職員 野洲市市民部長 田中 千晴
タナカ チハル

（～R2.3.31） 長尾
ナ ガ オ

 健
ケン

治
ジ

（R2.4.1～） 

15 （3）行政関係職員 野洲市健康福祉部長 高橋 謙二
タカハシ ケンジ

（～R2.3.31） 吉田
ヨ シ ダ

 和司
タ カ シ

（R2.4.1～） 

（事務局：野洲市健康福祉部社会福祉課、市民部市民生活相談課、野洲市社会福祉協議会） 

＜委員の構成＞ ※野洲市附属機関設置条例により 15人以内 

（1） 学識経験を有する者    （2） 関係する団体を代表する者 

（3） 関係する行政機関の職員  （4） 前３号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 

＜委員の任期＞ 

 令和２年１月１日 ～ 令和３年３月 31日 

資料１ 
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第 3 期野洲市地域福祉計画 庁内検討委員会 メンバー 
R2.4.1 現在 

所属等 氏名 備考 

健
康
福
祉
部 

部長 吉田 和司 （委員長） 

政策監 赤坂 悦男 （副委員長） 

次長 田中 英子 （副委員長） 

次長 井狩 昭彦 （副委員長） 

社会福祉課 課長 田中 明美  

障がい者自立支援課 課長 山本 善亮  

地域生活支援室 室長 西村 哲朗  

発達支援センター 課長 田中 達男  

こども課 課長 西村 一嘉  

子育て家庭支援課 
家庭児童相談室 課長 角 泰広  

保険年金課 課長 磯口 みのり  

高齢福祉課 課長 駒井 文昭  

地域包括支援センター 所長 辻村 朗子  

健康推進課 課長 山本 真由美  

子育て支援センター 所長 山本 純子  

市
民
部 

市民生活相談課 市民部次長 生水 裕美 
※市民部長推薦 

協働推進課 市民部次長 左橋 文男 

外
部 社会福祉協議会 

事務局次長 水谷 威彦 

関係機関として 

総務課 課長 高岡 季博 

地域 
福祉課 

課長 木村 恵理 

課長補佐 冨田 由紀子 

在宅支援課 課長 久野 弥須男 
庶務：社会福祉課 宇都宮 

 

資料 2 
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これまでの経過と今後のスケジュール 

時 期 内 容 

令和元年 

10 月７日 

 

 

11 月 18 日 

 

  25 日 

 

 

  25 日～ 

 

 

 

 

12 月 16 日(月) 

 

 

 

※以前は社協等との協議等実施 

・部内会議 

第 3 期地域福祉計画の策定に向けた進め方提示 

 

・部内会議 

 庁内検討委員会の開催について 

・庁内検討委員会（1 回目） 

 ・第 3 期地域福祉計画の方向性の意見を求める 

 ・策定委員の選出について協力依頼 

・地域福祉計画 HP 開設（アンケート開始） 

・地域福祉計画策定委員の一般公募委員の募集 

（R1.11.25～R1.12.20） 

 ・市広報、HP、自立支援協議会等でお知らせ 

 

・庁内検討委員会（2 回目）（内部研修会・内部協議） 

  講師 日本福祉大学 原田正樹教授（副学長） 

対象 市民生活総合支援推進委員会委員、 

地域福祉計画庁内検討委員、社会福祉協議会、酒井先生  

令和 2 年 

1 月 20 日(月) 

 

 

 

 

 

 

1 月 27 日(月) 

 

 

 

２月 17 日(月) 

 

 

 

3 月 

 

・公開研修会の実施 

講師 日本福祉大学 原田正樹教授（副学長） 

  内容 「新たな時代に対応した地域の福祉を進めるために」 

～地域生活課題の考え方～ 

  対象 自治会長、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、酒井先生 

市民生活総合支援推進委員会委員、庁内検討委員、 

 

・策定委員会（1 回目） 

第 3 期地域福祉計画の概要 

策定委員会の役割とタウンミーティング等 

  

・庁内検討委員会（３回目） 

 設置規定の改正、地域福祉計画と地域福祉活動計画について 

第２期計画の平成 31 年度の評価 

新たな事業に関する専門部会の設置について 

・専門部会（1 回目） 

資料３ 
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令和２年 

4 月 

 

4 月～9 月 

 

 

 

5 月 25 日（月） 

 

6 月５日（金） 

19 日（金） 

22 日（月） 

 

 

 

7 月 8 日（水） 

31 日（金） 

 

８月 11 日（火） 

25 日（火） 

 

 

・コンサルティング業者の選定・契約  

 

・タウンミーティング・団体聴取 

 ⇒４～６月中止 7 月から順次開催 20 回程度実施予定 

 自治会単位や民生委員等関係団体の聴取を実施 

 

・策定委員会（2 回目）⇒延期 メーリングリストによる検討に 

 

・社会福祉法の改正 可決成立 12 日公布 

・専門部会（2 回目） 

・策定委員会（2 回目） 

第２期地域福祉計画の評価、タウンミーティングの進捗 

基本目標等の確定 

 

・専門部会（３回目） 

・専門部会（４回目） 

 

・部内会議 

・庁内検討委員会（4 回目） 

 重層的支援体制整備事業について 

 

 

９月 

 

11 月 9 日（月） 

 

11 月下旬 

 

12 月 

 

 

 

12 月～1 月 

 

２月 

 

3 月 

 

・専門部会（5 回目～） 

 

・策定委員会（3 回目） 

 タウンミーティングでの意見整理等、素案の確定 

・11 月議会にて議会基本条例の改正（議決案件に） 

 

・策定委員会（４回目） 

 パブリックコメントに向けた計画案の確定 

 今後の進捗管理について 

 

・第 3 期地域福祉計画策定校了、パブリックコメントを実施 

 

・２月議会にて議決予定 

 

・最終完成、印刷、公表 
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資料４ 
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